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管
内
で
死
亡
事
故
が
多
発

安
全
運
転
を
心
掛
け
よ
う

十
二
月
一
日
か
ら
十
日
ま
で「
一

杯
の
楽
し
み
わ
が
家
に
着
い
て
か

ら
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
冬
の
交
通
事

故
防
止
県
民
運
動
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

重
点
項
目
は
、
高
齢
者
の
交
通
事
故

防
止
、
飲
酒
運
転
の
追
放
、
ス
ピ
ー

ド
ダ
ウ
ン
の
徹
底
。
一
人
ひ
と
り
が

交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
い
交
通

マ
ナ
ー
を
実
践
し
て
交
通
事
故
を
防

止
し
ま
し
ょ
う
。

本
町
の
十
月
末
現
在
で
の
人
身
事

故
は
四
十
件
。
事
故
に
よ
る
死
者
は

三
人
、
傷
者
は
五
十
四
人
と
な
っ
て

い
ま
す
。
物
損
事
故
は
百
七
十
五
件

発
生
し
て
い
ま
す
。

十
月
二
十
三
日
に
は
豊
間
根
の
国

道
で
、
軽
自
動
車
を

運
転
す
る
高
齢
者
が

対
向
車
線
に
は
み
出

し
、
大
型
ト
ラ
ッ
ク

と
正
面
衝
突
。
乗
っ

て
い
た
高
齢
者
三
人

が
死
亡
す
る
と
い
う

痛
ま
し
い
事
故
が
発

生
し
ま
し
た
。
こ
の

ほ
か
十
月
中
に
宮
古

市
で
も
死
亡
事
故
が

発
生
し
、
十
月
末
現

在
で
宮
古
警
察
署
管

内
の
交
通
死
亡
事
故

は
八
件
。
死
者
は
十

一
人
で
前
年
同
期
の

六
人
を
大
き
く
上
回

り
、
残
念
な
が
ら
管

内
別
で
の
死
者
数
は

県
内
で
一
番
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
死
亡
事

故
に
事
態
を
重
く
見

た
宮
古
警
察
署
で

は
、
事
故
の
増
加
傾

向
に
歯
止
め
を
掛
け

る
た
め
、
取
り
締
ま

発
生
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

お
酒
を
飲
む
と
気
が
大
き
く
な
り
、

危
険
な
行
為
を
危
険
と
感
じ
な
く
な

る
だ
け
で
な
く
、
判
断
力
や
注
意
力

も
低
下
し
、
重
大
な
事
故
を
起
こ
し

か
ね
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル

の
影
響
は
、
思
い
の
ほ
か
長
く
持
続

し
ま
す
。
例
え
酔
い
の
自
覚
が
な
い

か
ら
と
い
っ
て
、
ハ
ン
ド
ル
を
握
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
、「
飲
ん
だ
ら

乗
ら
な
い
。
乗
る
な
ら
飲
ま
な
い
」

を
徹
底
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

重
大
な
交
通
事
故
を
起
こ
す
飲
酒

運
転
。
後
悔
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
ま

せ
ん
。
起
こ
し
た
本
人
と
そ
の
相
手

だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
族
の

人
生
さ
え
も
変
え
て
し
ま
い
ま
す
。

悲
惨
な
結
末
を
迎
え
る
前
に
、
飲
酒

運
転
を
今
す
ぐ
断
ち
切
り
ま
し
ょ
う
。

一人ひとりが交通ルールを守り、正しい交通
マナーを実践して交通事故を防止しましょう
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運転中に携帯電話を使用しただけで罰則が
適用される改正道路交通法が、11月１日に施
行されました。
自動車やミニバイクでの運転中の携帯電話

などの使用については禁止規定が設けられて
いましたが、これらの規定に違反した者に対
する罰則は、交通の危険を生じさせた場合に
限られていました。今回の改正により、これ
までの罰則に加えて、運転中の携帯電話など
を使用すること自体が罰則の対象となりまし
た。反則金はミニバイク５千円、普通車６千
円、大型車７千円で、違反点は１点です。
また、今回の改正では騒音運転に対する罰

則も新設されたほか、飲酒検知拒否に対する
罰金が５万円以下から30万円以下に引き上げ
られました。

道路交通法が一部改正

運転中の携帯使用に罰則

こ
れ
か
ら
の
時
期
は
、
積
雪
や
凍

結
な
ど
道
路
環
境
の
悪
化
に
よ
る
交

通
事
故
の
ほ
か
、
特
に
忘
年
会
な
ど

で
ア
ル
コ
ー
ル
類
を
飲
む
機
会
が
増

え
、
飲
酒
運
転
が
絡
む
交
通
事
故
の

わ
ず
か
な
飲
酒
で
判
断

力
な
ど
が
確
実
に
低
下
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◆本町の交通事故発生状況

※16年は10月末現在です。

り
や
検
問
を
強
化
す
る
な
ど
ド
ラ
イ

バ
ー
へ
の
安
全
運
転
の
徹
底
を
強
く

呼
び
掛
け
て
い
ま
す
。


